
馬救急医療実践力育成プログラム」は、「専門実践教育訓練講座」の対象講座として厚生労働省から

指定されています。 

 

 

 

 

申請方法、受給要件等について厚生労働省ホームページをご確認ください。 

 

＜厚生労働省ホームページ＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html  

 

本学での手続き概要 

 受講前  

本制度利用を希望される方は、受講開始日（４月１日）の 2 週間前までに、本人の住所を管轄す

るハローワークにて手続きしてください。受講の可否については本学から通知を行いますが、この

通知を待たずしてハローワークへの受講前の手続きを進めてください。（必要書類は別添の『専門実

践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内』をご確認ください。） 

手続きが完了しましたら、ハローワークから手続き後に交付される「教育訓練給付金の受給資格

者証（両面）」の写しを共同獣医学部学務係までご提出ください。（提出されない場合、受講中の支給

申請に必要な書類が大学から発行されません。） 

 

 受講中  

支給申請に必要な書類の一部（受講証明書や領収書など）を９月末に共同獣医学部学務係から送

付します。受講開始日（４月１日）から 6 ヶ月ごとの期間の末日の翌日から 1 ヶ月以内に、本人の

住所を管轄するハローワークへ支給申請してください。 

 

 受講修了後  

本プログラムを受講修了後、支給申請に必要な書類の一部（教育訓練修了証明書や領収書など）

を共同獣医学部学務係から送付します。受講修了日の翌日から起算して 1 ヶ月以内に本人の住所を

管轄するハローワークに必要書類を提出し支給申請してください。 

 

注意事項 

■別添の厚生労働省発行の『専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内』以外にも、ハローワ

ークのホームページにも説明がありますので、ご一読ください。不明な点はハローワークにお尋

ねください。 

■受講修了後に、就職や在職状況のアンケートを実施しますので、その際はご協力ください。 

■受給申請の提出遅れや、書類不備による受給資格の失効等に関して、本学では責任を負いかねま

すのでご了承ください。 

専門実践教育訓練指定講座名：山口大学履修証明プログラム「馬救急医療実践力育成プログラム」 

指定番号         ：3510017-2020011-6 

指定期間         ：令和５（2023）年 10 月 1 日～令和８年（2026）年 9 月 30 日 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

























